
 

 

 

 

みえ森と緑の県民税条例の施行状況検討の論点 
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みえ森と緑の県民税の見直しにかかる論点 

1 みえ森と緑の県民税制度の継続 

論点 

平成 26 年 4 月にみえ森と緑の県民税を導入してから、令和 5

年度末をもって 10 年が経過するが、令和 6 年度以降も制度を継

続するのか。 

現状と 

課題など 

【現状】 

・「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づく

り」の 2 つの基本方針に関する施策を進めるため、平成 26 年

度より「みえ森と緑の県民税」を導入しました。 

 

【課題】 

・「災害に強い森林づくり」の実現には長い期間を要することか

ら、長期的・継続的に取り組む必要があります。 

・県民意識調査の結果では、「森林を大切だと感じていない」とい

う人は 0.5％しかいないものの、「森林に積極的に関わっていき

たい」という人も 5.1％に留まっており、県民全体で森林を支

える社会を実現するためには、長期的・継続的に取り組む必要

があります。 

主な意見 

（県民意識調査） 

・第３期も、県民税を活用した取組を継続して実施することにつ

いて、87.7%の県民の皆さんが「賛成」または「どちらかといえ

ば賛成」との意見でした。 

（市町・林業関係団体への意見聴取） 

・すべての市町・林業関係団体が第３期も「継続すべきである」

との意見でした。 

評価委員

会の意見 

・森林環境譲与税の使途と棲み分けることを前提として、令和６

年度以降も県民税を継続すべきである。 

・基本的に継続する方向で検討を進め、最終的に継続の可否を判

断する。 

・制度中間案の「1.はじめに」の記述について、第３期がいつか

らいつまでかが分かるようにすべきである。 

・制度中間案の「3.みえ森と緑の県民税制度の継続」の記述につ

いて、 

 ⇒「近年、三重県では大規模な豪雨災害等は発生していないも

のの」という記述は、人によって受け取り方も違うので不要

なのではないか。 
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 ⇒県民の皆さんに意識調査した結果が県民税を継続する一番

の根拠となるので、 

  第１段落：県民意識調査の結果 

  第２段落：「災害に強い森林づくり」の取組状況 

  第３、４段落：「災害に強い森林づくり」の課題や必要性 

  第５、６段落：「県民全体で森林を支える社会づくり」 

  第７段落：税の継続 

  といった構成にした方がよいのではないか。 

 

事務局の

考え方 

・具体的な議論を進めながら、最終的に継続の可否を判断してい

ただきたいと考えています。 

・制度中間案の「1.はじめに」及び「3.みえ森と緑の県民税制度

の継続」の記述について、令和５年度第１回評価委員会での意

見をふまえて修正します。 
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みえ森と緑の県民税の見直しにかかる論点 

2 2 つの基本方針 

論点 2つの基本方針についてどう考えるのか。 

現状と 

課題など 

【現状】 

・山崩れや洪水など災害発生のリスクを軽減するような新たな森

林整備を進める施策と、そのような森林づくりを県民全体で支

える社会をつくるための施策が必要と考え、これらを 2つの基

本方針（基本方針 1：災害に強い森林づくり、基本方針 2：県民

全体で森林を支える社会づくり）として整理しています。 

 

【課題】 

・「災害に強い森林づくり」の実現には長い期間を要することか

ら、長期的・継続的に取り組む必要があります。 

・県民意識調査の結果では、「森林を大切だと感じていない」とい

う人は 0.5％しかいないものの、「森林に積極的に関わっていき

たい」という人も 5.1％に留まっており、県民全体で森林を支

える社会を実現するためには、長期的・継続的に取り組む必要

があります。 

主な意見 

（県民意識調査） 

・第 3期も、県民税を活用した取組を継続して実施することに賛

成する理由について、「災害に強い森林づくり」には長期的・継

続的に取り組んでいくべきが 74.2％、「県民全体で森林を支え

る社会づくり」には継続的に取り組んでいくべきが 44.7％と多

く意見がありました。 

（市町・林業関係団体への意見聴取） 

・ほとんどの市町・林業関係団体が第 3期も「現行制度どおりで

よい」との意見でした。 

評価委員

会の意見 

・現行の２つの基本方針を維持する方向で検討を進める。 

・地震災害について、現行の制度案には記載されていないが、例

えば、土砂ダムのようにせき止められてダム湖を形成すること

も想定されることから、記載することを検討してみてはどう

か。 

・台風が大型化しており、伊勢湾台風クラスのスーパー台風の襲

来も懸念され、災害に強い森林づくりがこれまで以上に重要と

なっていることも背景として記載してはどうか。 
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事務局の

考え方 

・地震災害や台風の大型化については、「災害に強い森林づくり」

に取り組む背景として記載します。 

・2 つの基本方針は継続する方向で具体的な議論を進めながら、

最終的に継続の可否を判断していただきたいと考えています。 
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みえ森と緑の県民税の見直しにかかる論点 

3 5 つの対策 

論点 
5 つの対策と具体的な取組（想定事業例）についてどう考える

のか。 

現状と 

課題など 

【現状】  

・2つの基本方針に基づき、基本方針 1「災害に強い森林づくり」

の対策として、「対策①：土砂や流木による被害を出さない森林

づくり」、「対策②：暮らしに身近な森林づくり」を実施してい

ます。 

また、基本方針 2「県民全体で森林を支える社会づくり」の

対策として、「対策③：森を育む人づくり」、「対策④：森と人を

つなぐ学びの場づくり」、「対策⑤：地域の身近な水や緑の環境

づくり」を実施しています。 

 

【課題】 

・市町や林業関係団体から、獣害防護対策への支援だけでなく、

再造林に対する支援が必要であるとの意見があり、その実施に

ついて検討する必要があります。 

主な意見 

（県民意識調査） 

・第 2 期の主要な取組について、8 割以上の方が「とても重要」

または「ある程度重要」との意見でした。 

（市町・林業関係団体への意見聴取） 

・林業関係団体においては、ほとんどが「現行制度どおりでよい」

との意見でしたが、市町においては、9 市町から「改定を求め

る」との意見がありました。 

・うち 7市町の改定を求める意見は「森林環境譲与税」との棲み

分けに関するものであり、具体的に対策の見直しを求めるもの

ではありませんでした。 

（評価委員からの事前意見） 

・県民税を活用した次世代・一般県民を対象にした森林教育の充

実や森林事業者と消費者（生活者）の連携強化、森林事業者以

外の事業者と消費者の参加促進について検討が必要ではない

か。 
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評価委員

会の意見 

・体験型の森林教育を充実させてほしい。 

・再造林への支援については、その意義や税の趣旨との合致につ

いて検討する必要がある。 

・対策１の想定事業例①土石流等の被害を軽減する森林の整備に

ついて、「伐採木を土砂止めとして有効活用する」との表現を山

腹の土砂止めであることが分かるように修正すべきである。 

・対策２の想定事業例⑤海岸林の整備について、松枯れなどで海

岸林が減っている中、津波対策や高潮対策としての海岸林整備

についても記載してはどうか。 

事務局の

考え方 

・5 つの対策については、継続する方向で議論を進めていきたい

と考えています。 

・森林教育については、「県民全体で森林を支える社会づくり」を

進めるうえで核となる取組であることから、引き続き、「森を育

む人づくり」と「森と人をつなぐ学びの場づくり」に取り組ん

でいきます。また、事業の実施に対する具体的なご意見を参考

に、事業のブラッシュアップに努めていきます。 

・再造林への支援については、「災害に強い森林づくり」の実現に

向けて、将来にわたって森林の機能を維持していくとともに、

主伐後の森林等について、森林の機能を早期に回復することが

必要です。このため、成長の早いエリートツリーの使用や一貫

作業システムの導入などに絞った支援によって、森林の早期の

更新を推進していきたいと考えます。 

・対策１の想定事業例①土石流等の被害を軽減する森林の整備に

ついて、「伐採木を土砂止めとして有効活用する」との表現を

「伐採木を山腹の土砂止めとして有効活用する」に改めます。 

・対策２の想定事業例⑤海岸林の整備について、津波対策や高潮

対策としての海岸林整備についても記載します。 

・令和 5年度第 1回評価委員会における議論をふまえ、最終案に

具体的な取組（想定事業例）を盛り込んでいきます。 
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みえ森と緑の県民税の見直しにかかる論点 

4 税を活用した事業を行ううえでの 3原則 

論点 税を活用した事業を行ううえでの 3原則をどう考えるのか。 

現状と 

課題など 

【現状】 

・みえ森と緑の県民税を活用した事業を実施するにあたっては、

以下の 3つの原則によることとしています。 

（原則 1） 

 「2つの基本方針と 5つの対策」に沿った内容であること。 

（原則 2） 

 新たな森林対策として実施する新規又はこれに準ずる取組で

あること。なお、税導入以前から取り組まれている事業の場合

は、新たな視点を取り入れた対策とすること。 

（原則 3） 

 直接的な財産形成を目的とする取組でないこと。 

【課題】 

・市町から、新たな取組だけでなく、既存施設等の維持管理も重

要との意見もあり、見直しについて検討する必要があります。 

主な意見 

（市町・林業関係団体への意見聴取） 

・ほとんどの市町・林業関係団体が第 3期も「現行制度どおりで

よい」との意見でした。 

評価委員

会の意見 

・「原則 2」に関して、木材を活用した施設は炭素固定の観点から

も長く使うことに意義があることから、これまで事業の対象と

していた「新たな対策として実施する新規の取組」に加え、「既

存木造施設の補修の取組」も対象としてはどうか。 

・既存施設の維持管理を対象とすることについては、その意義や

税の趣旨との合致について検討する必要がある。 

事務局の

考え方 

・既存施設の補修の取組については、例えば、新たに森林教育の

取組を実施することと併せた既存施設の補修など、新たな視点

を取り入れた対策であれば、実施可能としているところです。

税導入時の趣旨や他の財源との棲み分けを考慮するとともに、

森林の大切さや木材の利用意義などを伝える取組の強化が必

要であることをふまえ、単なる既存施設の補修や維持管理では

なく、新たな視点を取り入れた取組が必要であると考えます。

このため、税を活用した事業を実施するうえでの 3原則は現行

を維持すべきと考えます。 

・令和 5年度第 1回評価委員会での議論をふまえ、最終案に盛り

込んでいきます。 
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みえ森と緑の県民税の見直しにかかる論点 

5 森林環境譲与税との棲み分け 

論点 森林環境譲与税との棲み分けについてどう考えるのか。 

現状と 

課題など 

【現状】 

・温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図ることを目

的に、令和元年度から全国の市町村や都道府県に対し、森林環

境譲与税が国から譲与されており、本県では、「みえ森と緑の県

民税」を活用した取組と棲み分けを行いながら、森林・林業に

関する施策を進めているところです。 

 

【課題】 

・森林環境譲与税については、本年 6月に林野庁から示された、

「森林環境譲与税を活用して実施可能な市町村の取組の例に

ついて」において、幅広い使途に活用できることが示されたこ

とから、両税の棲み分けについて示した県の考え方を再確認す

る必要があります。 

主な意見 

（市町・林業関係団体への意見聴取） 

・林業関係団体においては、ほとんどが「現行制度どおりでよい」

との意見でしたが、市町においては 11市町が「改定を求める」

との意見でした。 

・9 月に開催した市町担当者会議において、市町担当者と直接意

見交換を行いましたが、具体的には、「森林環境譲与税の譲与額

が少ない市町において、県民税と一体的に活用できる制度にし

てほしい」といった意見がありました。多くの市町については、

現在の棲み分けに大きな課題は感じていないとの意見でした。 

評価委員

会の意見 

・県民税は 2つの基本方針に沿った施策に、森林環境譲与税は林

業振興施策に使われていると理解でき、棲み分けられていると

考えられる。なお、木材利用には両税ともに使われているが、

使途の目的が違うことを明確に発信する必要がある。 

事務局の

考え方 

・現在の両税の棲み分けを基本としつつ、評価委員会での議論も

ふまえて、必要に応じて見直しを行います。 
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みえ森と緑の県民税の見直しにかかる論点 

6 全国植樹祭に向けた取組 

論点 全国植樹祭に向けた取組についてどう考えるのか。 

現状と 

課題など 

【現状】 

・令和 2年 12月 21日の県議会において、全国植樹祭の招致に関

する決議が全会一致で可決され、令和 3 年 2 月 17 日に、知事

が令和 13 年の全国植樹祭について三重県へ招致することを表

明しました。 

 

【課題】 

・全国植樹祭の開催に向けて、気運の醸成とともに、必要となる

財源の確保を計画的に進める必要があります。 

主な意見 

（これまでの評価委員会での意見） 

・令和 3 年度第 3 回評価委員会において、「全国植樹祭の招致に

関する検討」について説明し、「大きな行事であるので、早めに

準備されたい。」との意見をいただきました。 

（市町長からの意見） 

・市長会定例会及び町村会理事会で制度素案について説明し、市

長会定例会において、「全国植樹祭に向けた積立については、開

催費用の想定を他県の実績額ありきで決めるのではなく、その

目的や内容をしっかり検討したうえで、費用をスリム化すべき

である。また、県民に対し、開催の意義をしっかり説明し、成

果を明らかにすることが必要である。」との意見をいただきま

した。（町村会理事会では意見なし） 

評価委員

会の意見 

・全国植樹祭に向けた取組については、第 3期制度に盛り込む方

向で検討する。なお、県民税を活用する理由をしっかりと県民

に説明する必要がある。 

・国の森林環境譲与税を全国植樹祭に活用している都道府県がな

いかなど、他の都道府県の状況も確認しながら、検討するべき

である。 

・全国植樹祭のあり方等について、しっかりと検討したうえで、

県民の皆さんに県民税を活用することを納得してもらえるよ

う取り組んでいくべきである。 

・その他の項目としての位置付けではなく、もう少しはっきりと

した形で県民の皆さんに周知できるよう、記載に工夫が必要で

はないか。 
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事務局の

考え方 

・全国植樹祭を本県で開催することは、開催に向けた森林づくり

の気運醸成や活動促進も含めて、「森を育む人づくり」や「森と

人をつなぐ学びの場づくり」に大いに寄与するものであること

から、県民税を活用することとし、開催に向けた取組を制度に

盛り込みたいと考えます。 

・コロナ禍前に開催した 3県（H29～R元）について確認したとこ

ろ、1県において、経費の約 65％に県独自課税を活用していま

した。これ以外は一般財源等を活用しており、国の森林環境譲

与税を活用しているところはありませんでした。 

・全国植樹祭に県民税を活用する意義について記載します。 

・全国植樹祭の開催費用については、他県の開催事例を参考に約

８億円と想定しています。また、令和５年度には、数年後の開

催を控えて準備を進めている県を訪問し、開催に向けた準備の

進め方や必要な経費について調査を行い、制度最終案に反映す

る予定です。 

・全国植樹祭のあり方や開催費用の詳細については、開催の４年

前（令和９年度）に準備委員会を設置して基本構想を策定する

中で、しっかりと検討し、県民の皆さんにも丁寧に説明してい

きたいと考えています。 

・「4.第 3期の制度に関する基本的な考え方」において、「全国植

樹祭の開催に向けた取組」の項目を追加し、三重県で開催する

ことの意義などを記載します。 

・令和５年度の全国植樹際（岩手県）の開催状況を調査するとと

もに、数年後の開催を控えた県等への調査を行った結果、現時

点では約８億円の経費が必要と想定しています。 
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みえ森と緑の県民税の見直しにかかる論点 

7 市町交付金制度 

論点 
市町交付金制度、県と市町の役割分担、市町交付金配分の考え

方についてどう考えるか。 

現状と 

課題など 

【現状】 

（市町交付金制度） 

・市町が地域の実情に応じて創意工夫して森林づくりの施策を展

開する、また県と市町が連携して取り組む施策のために必要な

交付金制度を実施しています。 

（県と市町の役割分担） 

県：基本方針 1のうち、対策 1を継続して重点的に取り組むこ

ととし、事業の実施による効果が広範囲にもたらされる対

策や、県が実施することで効率化が図られる対策を担う。

また、市町における事業構築に対する支援を行う。 

市町：地域の実情に応じたきめ細かな対策や、住民との直接的

な関係が見込まれる身近な対策を担う。 

（市町交付金配分の考え方） 

・交付金額は、上記の役割分担をふまえ、県と市町の配分を概ね

5：5とし、以下の考え方で配分しています。 

基本枠：均等配分（各市町へ均等に一定額を配分）、人口配分 

（市町の人口割合に応じて配分）、森林面積配分（市町

の森林面積割合に応じて配分）の 3つの配分方法を組

み合わせて配分。 

連携枠：面的な森林整備や獣害対策など、県と市町が連携して

取り組むべき課題に対し、市町からの事業量の申請に

応じて配分。 

加算枠：森林面積が寡少（100ha未満または森林率が 10％未満）

の市町に対し、市町からの事業計画申請等に基づいて

弾力的に配分。 

 

【課題】 

・県民全体で森林を支える社会の実現に向けては、地域の実情に

応じた身近な対策が県内全域で展開されることが必要です。 

・現在の市町交付金（基本枠、加算枠）事業では、上記の考え方

に基づいて機械的に各市町に交付金が配分されています。森林

環境譲与税もある中、適正規模の配分となるよう、配分方法に

ついて検討する必要があります。 
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主な意見 

（市町・林業関係団体への意見聴取） 

・市町交付金制度の継続については、すべての市町、林業関係団

体が「第 3期も継続すべきである」との意見でした。 

・県と市町の役割分担については、多くの市町、林業関係団体が

「現行制度どおりでよい」との意見でした。 

・県と市町の配分割合については、多くの市町、林業関係団体が

「現行制度どおりでよい」との意見でした。一方で、「基本枠に

ついて、申請方式を取り入れるなど、必要に応じて、必要な年

度に配分がなされる制度への改定を求める」といった意見があ

りました。 

・9 月に開催した市町担当者会議においては、次年度の配分見込

額が早期に示され、事業計画が立てやすい現行の市町交付金

（基本枠、加算枠）事業の継続を望む意見が多くありました。 

（これまでの評価委員会での意見） 

・市町への配分のあり方について議論が必要であるとの意見があ

りました。 

 

評価委員

会の意見 

・市町交付金事業の防災枠は、第 2期の途中から創設されたもの

であり、第 3期における位置づけを整理してほしい。また、加

算枠を見直し、森林が多く、対策を必要としている市町への配

分を厚くした方がよいのではないか。 

事務局の

考え方 

・防災枠は連携枠に統合し、引き続き対策を実施していくべきと

考えます。 

・加算枠は基本枠に統合し、そのうえで、市町からの要望に基づ

いて、必要な交付金を配分する方法に見直すべきと考えます。 

・令和 5年度第 1回評価委員会での議論をふまえ、最終案に盛り

込んでいきます。 

 

 
（参考）現行制度における県民税配分の概要 
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みえ森と緑の県民税の見直しにかかる論点 

8 税率・課税方法・税収規模等 

論点 税率・課税方法・税収規模等についてどう考えるのか。 

現状と 

課題など 

【現状】 

（税額と税率） 

・個人が 1人 1,000円、法人が 2,000～80,000円（県民税均等割

の 10％）となっており、県民の負担感を軽減すること、必要と

なる経費、他県の実施状況等を総合的に考慮し決定していま

す。 

 

（税収規模） 

・10億 8千万円 

 

（基金の創設） 

・「みえ森と緑の県民税基金」を造成し、超過課税相当分を基金に

積み立てることで既存財源と区分して使途を明確化していま

す。 

 

（必要な経費） 

・5年間の対策実施に必要となる経費を 54億円としています。 

 

【課題】 

・第 3期に必要となる概算経費を算出したうえで検討する必要が

あります。 

主な意見 

（市町・林業関係団体への意見聴取） 

・ほとんどの市町・林業関係団体が第 3期も「現行制度どおりで

よい」との意見でした。 

評価委員

会の意見 

・県民は減っていると思うが、第 3期の税収の見込はどうか。 

・第３期制度素案の１ページの「県による基金の設置」と６ペー

ジの「使途の明確化（基金積立）」の違いや表現が分かりにくい

ので、表現を修正するか、１つにまとめるべきではないか。 

事務局の

考え方 

・第 2 期の税収規模は 10 億 8 千万円を想定していましたが、令

和 4年度の税収見込みは、約 11億円となっています。 

・課税方式については、納税しやすい仕組みであり、徴税コスト

を抑えることのできる「県民税均等割の超過課税方式」を継続

して採用することが妥当と考えます。 
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・第３期制度素案の１ページの「県による基金の設置」では第３

期制度の基本的な考え方について、６ページの「使途の明確化

（基金積立）」では具体的な制度について記載しています。この

整理は変更せず、１ページの「県による基金の設置」の表現を

修正します。 

・第３期に必要となる経費について積算したところ、約 55 億円

が必要と考えています。 

・現行の税率を維持した場合、第３期の税収規模は、令和４年度

の税収見込みをもとに算出すると毎年度 11 億円、５年間で 55

億円と想定されます。 

・第３期に必要となる経費（55億円）を確保すること、県民の皆

さんの過重な負担にならないこと等を総合的に考慮し、現行の

税率を維持すべきと考えます。 

・令和 5年度第 1回評価委員会での議論をふまえ、最終案に盛り

込んでいきます。 

 

  



 

15 

 

みえ森と緑の県民税の見直しにかかる論点 

9 制度や使途の周知 

論点 制度や使途の周知についてどう考えるのか。 

現状と 

課題など 

【現状】 

・税制度や税を活用した事業の内容について、県のホームページ

やパネル展示を通じて紹介するとともに、映画館における CM

（シネアド）や YouTube を活用した PR を行うなど、さまざま

な媒体を活用した情報発信に取り組んでいます。 

・また、各市町が創意工夫して取り組んだ事業についても、市町

のホームページや広報誌への掲載、事業現地におけるのぼりの

設置などを通じて、県民税を有効に活用していることを発信し

ています。 

 

【課題】 

・県民税の認知度について、e－モニター制度を活用したアンケ

ートでは 30％程度で推移しているとともに、森林づくりに関す

る県民意識調査では 19.5％と低い状況であるため、効果的・効

率的な周知活動について検討・実施する必要があります。 

・第 2期の取組が終了を迎える中、税の認知度を高める周知活動

はもちろん、森林の大切さや木材の利用意義などについて県民

の理解を深めるための取組を進めていく必要があります。 

主な意見 

（県民意識調査） 

・県民税の認知度は 19.5％という結果となりました。 

（評価委員からの事前意見） 

・今一度、県民税の事を多くの方々に知っていただく取組を県と

して、さらに強力に実施することが望ましい。その方法等につ

いては、委員会等で検討する必要がある。 

・「情報発信度」の具体的な内容について検討し、その方針を市町

に周知してほしい。 

・税を活用した事業の成果（変化）の県民への周知が必要である。 
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評価委員

会の意見 

・第 3期の制度案では、具体的な広報活動についても記載すると

分かりやすいのではないか。 

・県民意識調査の結果を見ても、県民税制度についての情報発信

のあり方が課題である。広く周知することも重要だが、アウト

ドアブームなど自然志向の高まりを捉えキャンプ場や用具販

売店でのＰＲなど、ポイントを絞った広報のほか、地域住民へ

の説明会といった地道な手法も検討してはどうか。 

・市町の広報誌等で、事業を実施した際だけでなく、税の制度や

全体の成果などについて広く広報してもらうと良いのではな

いか。 

 

事務局の

考え方 

・具体的な広報活動の例について制度案に記載することを検討し

ます。 

・キャンプ場等でのチラシの配架など、出来ることから検討して

いきたいと考えています。 

・地域住民への説明会について、県の事業から率先して取り組ん

でいきたいと考えています。 

・毎年、広報誌等で県民税の紹介を実施している市町もあります

ので、こうした取組を他の市町にも広げていけるよう取り組ん

でいきます。 

・令和 5年度第 1回評価委員会での議論をふまえ、最終案に盛り

込んでいきます。 

・具体的な情報発信の手法については、制度の見直しの検討とは

別に、毎年度の事業評価の段階で、適宜、評価委員会で議論い

ただきながら検討・実施していきたいと考えています。 
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みえ森と緑の県民税の見直しにかかる論点 

10 評価制度 

論点 評価制度についてどう考えるのか。 

現状と 

課題など 

【現状】 

・第 3者による「みえ森と緑の県民税評価委員会」により、実施

した事業について、毎年度、評価検証を行い、必要に応じて事

業の見直しを行っています。これらの結果は、県民の皆様に対

して公表しています。 

 

【課題】 

・より効果的・効率的な評価の手法等について検討していく必要

があります。 

主な意見 

（市町、林業関係団体への意見聴取） 

・林業関係団体においては、1 団体を除き「現行制度どおりでよ

い」との意見でしたが、市町においては、9 市町が「改定を求

める」との意見でした。 

（評価委員からの事前意見） 

・班分けをして評価する手法に変更したことに伴い、委員会での

評価が離れた場合の調整について、検討の必要があるのではな

いか（評価委員会本番前に班ごとの調整の場を設ける等）。 

・各事業別評価シートの作成・記載について、記載例を提示する

のではなく、ポイントや項目を提示する方が良いのではない

か。 

 

評価委員

会の意見 

・特になし 

事務局の

考え方 

・第三者による評価の結果を基に、事業の適切な実施やブラッシ

ュアップを図るため、継続して「みえ森と緑の県民税評価委員

会」を設置し、事業評価を行うべきと考えます。 

・具体的な評価の手法については、制度の見直しの検討とは別に、

適宜、評価委員会で議論いただきながら検討していきたいと考

えています。 
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みえ森と緑の県民税の見直しにかかる論点 

11 おおむね 5 年ごとに行う制度の見直し 

論点 
おおむね 5 年ごとに行う制度の見直しについてどう考えるの

か。 

現状と 

課題など 

【現状】 

・森林づくりには多くの時間を要することから、一定の事業が展

開され効果の検証が必要であることを考慮し、おおむね 5年ご

と、または必要に応じ、みえ森と緑の県民税評価委員会により

評価・検証を行い、制度を見直すこととしています。 

 

【課題】 

・5 年ごとの期をまたぐ長期的な取組の考え方について検討する

必要があります。 

主な意見 

（市町、林業関係団体への意見聴取） 

・林業関係団体のすべてが「現行制度どおりでよい」との意見で

したが、市町においては、8 市町が「改定を求める」との意見

でした。 

・意見としては、8 市町すべてが「５年で制度見直しが実施され

ることで、複数年度に渡って行われる事業については、次期以

降のみえ森と緑の県民税の制度自体が継続されるか不明のた

め、見直し時期と同時に一旦終了させる必要がある。そのため、

１０年で一つの区切りとし、５年で中間見直しを行うことによ

り、中期的なスパンで事業実施ができるように運用されること

を求める。」というものでした。 

評価委員

会の意見 

・概ね 5 年ごとの見直し間隔を 10 年にしてはどうかという意見

については、他の府県の制度を確認するとともに、その必要性

をしっかり聞き取ったうえで、慎重に検討する必要がある。 

事務局の

考え方 

・独自課税を導入している 37 府県について確認したところ、す

べて 5 年以内（1 府県を除いて 5 年）で見直しを行う制度とな

っていました。 

・制度の見直しを求める 8市町に確認したところ、第 3期のスタ

ートとなる令和 6年度以降で、事業期間が 5年を超える大規模

な事業の具体的な予定はないとのことでした。 

・こうした状況と社会情勢等に応じて必要な見直しを行う必要性

を考慮し、現行制度どおり、第 3期も 5年での見直しを行うべ

きと考えます。 

 



 

19 

 

みえ森と緑の県民税第３期制度の説明状況 

＜制度素案＞ 

１ 市長会定例会及び町村会理事会での説明 

○市長会定例会 

  日時 令和５年１月３１日（火） 

  場所 鈴鹿市役所 

  出席 １２市長（欠席：伊勢市長、志摩市長） 

  意見 ・全国植樹祭に向けた積立については、開催費用の想定を他県の実績額あ

りきで決めるのではなく、その目的や内容をしっかり検討したうえで、費

用をスリム化すべきである。また、県民に対し、開催の意義をしっかり説

明し、成果を明らかにすることが必要である。 

 

 ○町村会理事会 

日時 令和５年２月１５日（水） 

  場所 三重県自治会館 

  出席 １４町長（欠席：菰野町長） 

  意見 ・特になし 

 

２ 県議会（環境生活農林水産常任委員会）での説明 

日時 令和５年３月１０日（金） 

  意見 ・論点や制度に関わる意見はなし 

 

＜制度中間案＞ 

 

１ 県議会（環境生活農林水産常任委員会）での説明 

日時 令和５年６月２１日（水） 

  意見  県民税の認知度に関しては、農林水産部が実施した「三重の森林づくり

に関する県民意識調査」によると、19.5％と低い状況にあります。また、

課税目的が類似する国の森林環境譲与税が令和元年度に創設されており、

県民税による取組を継続していくのであれば、その違いも含めて、県民に

対し必要性を説明し、理解を得ていく必要があると考えます。 

県当局におかれては、県民税を森林環境譲与税と棲み分けて活用してい

ること、より多くの県民から理解を得られるよう、その周知方法につい

て、本委員会に対して明確に説明することを要望します。 

 

 


